
 
 

 

●所得額とは収入から控除額等を差し引いたものです。 

●控除額は所得の種類ごとに計算方法が異なります。 

●複数の種類の収入がある場合は、種類ごとの所得額を計算し、合計してください。 

◇収入が公的年金等の場合 
 ・収入額は社会保険料等が差し引かれる前の金額です。 

 ・遺族年金・障害年金は含まれません。 

 ・共済年金等複数の公的年金等を受給されている場合は合計した収入金額で計算してください。 

 

65歳以上の方で公的年金等収入のみの方の例 
収入額（年間額） 所得額 備考 

１５８万円 ４８万円 １５８万円を超える年金収入があれ

ば所得額４８万円超 

２００万円 ９０万円  

２０５万円 ９５万円 ２０５万円を超える年金収入があれ

ば所得額９５万円超 
 

 65歳未満の方で公的年金等収入のみの方の例 
収入額（年間額） 所得額 備考 

６０万円以下 ０円  

１０８万円 ４８万円 １０８万円を超える年金収入があれ

ば所得額４８万円超 

１２０万円 ６０万円  

１３５万円 ７３万７千５百円  

１５０万円 ８５万円  

１６０万円 ９２万５千円  

１６３万３千円 ９４万９千７百 

５十円 

1,633,334 円を超える年金収入があ

れば所得額９５万円超 

 

◇収入が給与の場合 
 ※年金受給者の場合、公的年金等の所得額と合計した後の金額が申告書に記入いただく際の所得額になります。 

収入額（年間額） 所得額 備考 

６０万円 ５万円  

１０３万円 ４８万円 １０３万円を超える給与収入があれ

ば所得額４８万円超 

１０５万円 ５０万円  

１５０万円 ９５万円 １５０万円を超える給与収入があれ

ば所得額９５万円超 

１，０９５万円 ９００万円 １，０９５万円を超える給与収入が

あれば所得額９００万円超 

※所得金額調整控除が適用されない

場合 

 

 

 

所得金額の早見表 



 

◇公的年金等と給与の両方の収入がある場合 
 

 65歳以上の方の例 
年金収入額（年間額） 給与収入額（年間額） 合計所得額 

１２０万円 ６０万円 １０万円 

１５８万円 ９０万円 ７３万円 

１７０万円 １００万円 ９５万円 

２１０万円 １，０００万円 ８９５万円 

 

65歳未満の方の例 
年金収入額（年間額） 給与収入額（年間額） 合計所得額 

６０万円 ６０万円 ５万円 

８０万円 ９０万円 ４５万円 

１０８万円 ９５万円 ７８万円 

１２０万円 １００万円 ９５万円 

 

●収入が公的年金等または給与以外である場合の所得金額の計算方法について、詳しくはお近くの年

金事務所または税務署にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


